
フェリー秋田航路旅行商品造成支援事業実施要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、長距離フェリー秋田航路（以下「当航路」という。）を利用する旅行商品を企画・

販売する事業者に対して助成を行うことにより、当該旅行商品の造成を促し、当航路の利用促進を

図ることを目的とする。

（助成事業の対象者）

第２条 対象とする事業者は、旅行業法（昭和27年法律第239号）に定める登録を受けた者とし、日本

国外の事業者にあっては、現地関係法令等に定める登録を受けた者とする。

（助成事業の内容）

第３条 助成事業の内容は別表１のとおりとし、予算の範囲内において実施する。

（申請書の提出）

第４条 助成を受けようとする事業者は、フェリー秋田航路旅行商品造成支援事業承認申請書（様式

第１号）を秋田県環日本海交流推進協議会長（以下「会長」という。）に提出するものとする。

（事業の承認）

第５条 会長は、前条の提出を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、対象事業として認めた

ときは、フェリー秋田航路旅行商品造成支援事業承認通知書（様式第２号）により通知するものと

する。

ただし、計画どおりに事業が実施されない場合には、承認を取り消すことができるものとする。

（変更又は中止の承認）

第６条 前条の規定により承認を受けた事業者（以下「実施事業者」という。）は、事業の内容につい

て変更又は中止をしようとするときは、会長の承認を得るものとする。

（実績報告）

第７条 実施事業者は、事業が完了したときは、フェリー秋田航路旅行商品造成支援事業実績報告書

（様式第３号）に実績を確認できる書類の写し等を添えて、速やかに会長に提出するものとする。

（実績の確認及び金額の確定等）

第８条 会長は、前条の実績報告の提出を受けたときは、秋田県の協力を得ながら速やかに事業実績

の確認を行い、実績を確認したときは、助成金額を確定し、フェリー秋田航路旅行商品造成支援事

業額確定通知書（様式第４号）により実施事業者に通知するものとする。

（助成金の支払）

第９条 実施事業者は、前条の通知を受けたときは、助成金請求書（様式第５号）を会長に提出する

ものとする。



２ 会長は、実施事業者から前項の助成金請求書を受理したときは、速やかに当該金額を支払うもの

とする。

（他の事業との併用の禁止）

第10条 秋田県又は一般社団法人秋田県観光連盟等が行う他の事業から既に支援等を受けている部分

については、事業の対象外とする。

（新型コロナウイルス感染拡大地域からの旅行）

第11条 旅行商品のうち、その催行開始日において、催行される行程に新型コロナウイルス感染症に

係る「緊急事態宣言」又は「まん延防止等重点措置」の対象区域（当該対象区域になることが明白

な場合を含む。）を含むものについては、本助成の対象外とする。

２ 第５条に規定する通知後に、催行される行程に前項の対象区域が含まれることとなったため、実

施事業者が当該旅行商品の催行を取り止めた場合には、前項の規定にかかわらず50,000円を助成す

る。

（事業の経理等）

第12条 実施事業者は、事業に係る経理を明確にするとともに、関係書類を善良な管理のもと５年間

保存するものとする。

（取り消し及び返還）

第13条 会長は、実施事業者が、この要綱に違反したとき又は事業承認申請書等に虚偽の記載をした

ときは、対象事業の承認を取り消し、既に支出した金額の全部又は一部を返還させることができる

ものとする。

（その他）

第14条 この要綱に定めのない事項については、会長が別に定める。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。

この要綱は、令和５年１月１日から施行する。



別表１（第３条関係）

１）旅行商品の造成経費が上限額未満の場合は、その金額を上限とする。

２）助成額について1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額とする。

３）日本国外の事業者への助成額については、円建て助成額とするが、事業者が指定する振込先口座が海外の金

融機関の場合は、助成金を送金する時点における現地通貨の為替レートを用いて算出する。

区分 要件 助成額

１ 旅行商品造成

費等への助成

※企画費、広告宣伝

費、旅費、人件費及

び会長が認める経

費

次の条件をいずれも満たすこと。

・当該年度の４月から２月までの期間に

旅行の募集及び催行を行うこと。

また、当該年度の３月から次年度の

５月までの期間に催行を予定している

商品については、当該年度の２月まで

の期間に旅行の募集を開始し、かつ助

成対象経費の支払いを完了すること。

・当航路を利用し、かつマイカーまたは

フェリーの個室を利用するものである

こと。

・秋田県内の観光地等を訪問または当航

路を往復で利用するものであること。

・対象経費の実績の確認が可能であるこ

と。

・当該年度の３月１５日まで実績報告書

を提出可能であること。

旅行商品造成費の10/10とし、商品

１件につき10万円を上限とする。

（上乗せ）

次の条件のいずれかを満たす場合、

商品１件につき10万円を上限とし

て上乗せする。

・秋田県内に宿泊する旅行商品

・秋田県内の航空路線や秋田新幹線

を利用する旅行商品


